
大磯町農作物鳥獣被害対策補助金交付要綱 

令和元年７月９日 

大磯町告示第 86号 

 

 大磯町農作物鳥獣被害対策補助金交付要綱（平成 24年大磯町告示第 77号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、有害鳥獣被害防除対

策を講ずるものに対し、大磯町農作物鳥獣被害対策補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて、大磯町補助金等交付規則（昭和33年大磯町規則第７号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助の対象） 

第２条 補助事業は、野生鳥獣による農作物被害の軽減を図ることを目的として実施する

事業とする。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。 

(1) 既に同一箇所において補助金の交付を受けており、当該交付決定の日から５年が経 

過していないとき。 

(2) 補助金の交付申請と同一年度に有害鳥獣防除用資材の購入及び設置が完了しない 

とき。 

３ 補助事業者は次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 補助金の申請時点において、個人にあっては大磯町内に住所を有していること。ま

た、法人にあっては大磯町内に所在地を有していること。 

(2) 補助金の申請農地を所有している者及びその世帯員等（農地法（昭和 27 年法律第

229号）第２条第２項で規定する世帯員等をいう。）又は、次のいずれかの法に沿った

方法で農地を借り入れている者であること。  

ア 農地法 

イ 農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号） 

ウ 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25年法律第 101号） 

(3) 前号の農地を使用していること。 

(4) 町税を滞納していないこと。 

(5) 生活費の確保を目的とした国及び神奈川県の他の事業による給付を受けていない

こと。 

(6) 大磯町暴力団員排除条例（平成 24 年大磯町条例第７号）第２条第２号に該当する

団体若しくは暴力団員と密接な関係を有していると認められないこと。 

(補助金の使途)  

第３条 補助金の使途は、次に掲げる有害鳥獣防除用資材の購入費とする。 

(1) 電気柵 

(2) ネット類 

(3) 金網・鉄線類 



(4) トタン 

(5) その他町長が認めるもの 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において次に掲げるとおりとする。 

区分 補助額 限度額 

認定農業者 

有害鳥獣防除用資材の購入

に要した費用の２分の１以

内 

設置一箇所につき50,000円 

（ただし、設置の対象が広

域（１ヘクタール以上又は

総延長400メートル以上）と

なる一団の土地の場合にあ

っては、150,000円とする） 

その他 

有害鳥獣防除用資材の購入

に要した費用の３分の１以

内 

設置一箇所につき30,000円 

（ただし、設置の対象が広

域（１ヘクタール以上又は

総延長400メートル以上）と

なる一団の土地の場合にあ

っては、90,000円とする） 

（補助金の交付申請） 

第５条 規則第３条第１項の交付申請は、大磯町農作物鳥獣被害対策補助金交付申請書（第

１号様式）によるものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 農地の所有権や利用権が分かる書類 

(2) 有害鳥獣防除用資材を設置する農地の地番を記載した位置図 

(3) 有害鳥獣防除用資材を設置する農地の写真 

(4) 購入する資材の見積書又はそれに相当するもの 

(5) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、規則第４条第１項の規定により交付又は不交付の決定をしたときは、規

則第５条の規定により、大磯町農作物鳥獣被害対策補助金交付（不交付）決定通知書（第

２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第７条 補助事業者は、補助事業等の内容に変更が生じたときは、速やかに大磯町農作物

鳥獣被害対策補助金変更承認申請書（第３号様式）を町長に提出しなければならない。

ただし、軽微な変更については、当該提出を省略することができる。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を大磯町農

作物鳥獣被害対策補助金変更承認（不承認）通知書（第４号様式）により、補助事業者

に通知するものとする。 

３ 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、速やかに大磯町農作物鳥獣被害

対策補助金中止承認申請書（第５号様式）を町長に提出しなければならない。 



４ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を大磯町農

作物鳥獣被害対策補助金中止承認（不承認）通知書（第６号様式）により、補助事業者

に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 規則第９条の規定による実績報告は、大磯町農作物鳥獣被害対策補助金実績報告

書（第７号様式）により、補助事業の完了の日から起算して１月を経過した日又は当該

年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 購入した有害鳥獣防除用資材の領収書の写し又はそれに相当するもの 

(2) 有害鳥獣防除用資材設置後の写真 

(3) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条 町長は、規則第 10条の規定により交付すべき額を確定したときは、大磯町農作物

鳥獣被害対策補助金確定通知書（第８号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第 10条 規則第 11条の交付の請求は、大磯町農作物鳥獣被害対策補助金交付請求書(第９

号様式)によるものとする。 

 （補則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に

定める。 

 

   附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

  附 則（令和３年６月 21日大磯町告示第 75号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

  



第１号様式（第５条関係） 

 

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金交付申請書 

 

   年  月  日  

 

大磯町長 殿 

 

 

住  所  

氏  名               ㊞ 

電話番号 

法人等にあっては、その名称・代表者氏名及び 

主たる事務所の所在地を記入してください。 

 

 

  年度において、事業を実施したいので、次のとおり大磯町農作物鳥獣被害対策

補助金の交付を申請します。 

 

１ 交付申請額            円 

 

２ 添付資料 

(1) 農地の所有権や利用権が分かる書類 

(2) 有害鳥獣防除用資材を設置する農地の地番を記載した位置図 

(3) 有害鳥獣防除用資材を設置する農地の写真 

(4) 購入予定資材の見積書又はそれに相当するもの 

(5) その他町長が必要と認める書類（               ） 



第２号様式（第６条関係） 

 

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金交付（不交付）決定通知書 

 

第  号  

年  月  日  

 

        様 

 

 

大磯町長         □印   

 

 

 年  月  日付けで申請のあった大磯町農作物鳥獣被害対策補助金の交付につ

いて、次のとおり決定したので通知します。 

 

□ 交付する 

 

(1) 交付決定額           円 

 

(2) 交付条件   この補助金は、大磯町補助金等交付規則及び大磯町農作物鳥獣被害

対策補助金交付要綱に規定する事項を条件として交付する。 

 

 

□ 交付しない 

 

  交付しない理由                                



第３号様式（第７条関係） 

 

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金変更承認申請書 

 

 年  月  日  

 

大磯町長 殿 

 

 

住  所 

氏  名               ㊞ 

電話番号 

法人等にあっては、その名称・代表者氏名及び 

主たる事務所の所在地を記入してください。 

 

  

     年  月  日付け   第  号で交付決定のあった大磯町農作物鳥獣被害

対策補助金に係る補助事業を次のとおり変更したいので、承認を受けたく申請します。 

 

１ 変更承認の対象（具体的に記述すること。） 

変更後 変更前 

  

 

２ 変更の理由 



第４号様式（第７条関係） 

 

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金変更承認（不承認）通知書 

 

第  号 

年  月  日 

 

            様 

 

 

大磯町長         □印  

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大磯町農作物鳥獣被害対策補助金に係る補

助事業の変更の承認について、次のとおり決定したので通知します。 

 

 

□ 承認する 

 

(1) 既交付決定額                 円 

 

(2) 変更承認の対象  変更承認の対象は、大磯町農作物鳥獣被害対策補助金変更承認

申請書の記載のとおりとする。 

 

(3) 変更後交付決定額               円 

 

 

□ 承認しない 

 

承認しない理由                               



第５号様式（第７条関係） 

 

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金中止承認申請書 

 

年  月  日  

 

大磯町長 殿 

 

 

住  所 

氏  名               ㊞ 

電話番号 

法人等にあっては、その名称・代表者氏名及び 

主たる事務所の所在地を記入してください。 

 

 

     年  月  日付け   第  号で交付決定のあった大磯町農作物鳥獣被害

対策補助金に係る補助事業を次のとおり中止したいので、承認を受けたく申請します。 

 

 

中止の理由（具体的に記載すること。） 



第６号様式（第７条関係） 

 

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金中止承認（不承認）通知書 

 

                                   第  号 

                                年  月  日 

 

            様 

 

 

大磯町長         □印  

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大磯町農作物鳥獣被害対策補助金に係る補

助事業の中止の承認について、次のとおり決定したので通知します。 

 

 

□ 承認する 

 

 

□ 承認しない 

 

  承認しない理由                               



第７号様式（第８条関係） 

 

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金実績報告書 

 

  年  月  日  

 

大磯町長 殿 

 

 

住  所 

氏  名               ㊞ 

電話番号 

法人等にあっては、その名称・代表者氏名及び 

主たる事務所の所在地を記入してください。 

 

 

     年  月  日付け   第  号で交付決定のあった大磯町農作物鳥獣被

害対策補助金に係る補助事業の実績について、関係書類を添えて報告します。 

 

 

添付書類 

(1) 購入した有害鳥獣防除用資材の領収書の写し又はそれに相当するもの 

(2) 有害鳥獣防除用資材設置後の写真 

(3) その他町長が必要と認める書類（                ） 



第８号様式（第９条関係） 

 

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金確定通知書 

 

                                   第  号 

                                年  月  日 

 

            様 

 

 

大磯町長         □印   

 

 

     年  月  日付けで報告のあった大磯町農作物鳥獣被害対策補助金に係る

補助事業の実績に基づき、次のとおり大磯町農作物鳥獣被害対策補助金の額を確定したの

で通知します。 

 

 

 交付確定額               円 



第９号様式（第 10条関係） 

 

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金交付請求書 

 

年  月  日  

 

 

大磯町長 殿 

 

 

住  所 

氏  名               ㊞ 

電話番号 

法人等にあっては、その名称・代表者氏名及び 

主たる事務所の所在地を記入してください。 

 

 

    年  月  日付け   第  号で確定のあった大磯町農作物鳥獣被害対

策補助金について、次のとおり交付を請求します。 

 

 

１ 交付請求額               円 

 

２ 補助金振込先 

金融機関名 預（貯）金種目 

信用金庫 

銀  行       店 

農  協       所 

１ 普通 

２ 当座 

３ その他（     ） 

口座番号 口座名義 

 ふりがな 

 

 

【口座名義は、通帳等を確認して正確に記載してください。】 

 

 


